
令和７年１１月１８日 

世田谷区内活動団体のみなさま 

世田谷区生活文化政策部 

市民活動推進課長 伊藤 祐二 

 

本庁舎等に新たに整備される区民利用・交流拠点施設 

利用に関するご案内について 

 

日頃より、世田谷区政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

本送付文書につきまして、区役所各課が把握している区内活動団体の連絡先へお送りさ

せていただきましたので、ご了承のほど、お願いいたします。 

世田谷区では、新しい本庁舎等において、区民交流スペースや中庭広場を中心とした区

民利用・交流拠点施設を来年１１月に開設します。ここでは本庁舎等整備の基本的方針の

１つである「区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎」の実現に向けて、様々な活動を

行い、施設に賑わいを創出し、区民・団体・区職員の交流や協働を推進していきます。 

施設開設を１年前に控え、施設利用ルール等も概ね固まってまいりましたので、現時点

での検討状況について下記のとおり情報提供させていただきます。施設開設の折には、ぜ

ひ積極的にご活用いただきたく、今後も随時施設に関する情報をお知らせいたしますの

で、ご承知おきください。よろしくお願いいたします。 
 

記 

１ 施設の利用について 

正式な利用のお申し込みのご案内は令和８年７月以降を予定しておりますが、現時点で

の施設の詳細について情報提供させていただきます。（同封の世田谷区本庁舎等における

区民利用・交流拠点施設利用案内を参照ください） 

 

２ オープニングイベントについて 

１１月３日から２３日は施設のオープニングイベント期間となる予定です。現時点では

日程や大枠のみ決定している状況です。今後「区民自治と協働・交流の拠点としての庁

舎」の実現に向けたスタートダッシュ期間として何ができるかを参加いただける方達と一

緒につくりあげていきたいと考えてます。企画段階からのご参加にご興味がある方は、 

担当までお電話または Logo フォームにてご連絡ください。（詳細については 

同封の周知チラシを参照ください）※ご参加をお約束するものではありません。 

 

３ これまでの検討状況について 

計画及びこれまでの検討状況は、区ホームページ【世田谷区ＨＰ＞ページＩＤ 

「6063」で検索】もしくは右の二次元コードよりご参照ください。 

 

担当 世田谷区生活文化政策部市民活動推進課 

区民交流・文化施設準備担当 

〒156-0043 世田谷区松原６丁目３番５号 

電話番号  ０３－６３０４―３７６８ 

ファクシミリ０３－６３０４－３５９７ 

区ＨＰ 

Logo フォーム 

音声コード 



世田谷区本庁舎等における
区⺠利⽤・交流拠点施設利⽤案内（案）

世田谷区本庁舎等における
区⺠利⽤・交流拠点施設利⽤案内（案）

令和７年１１⽉
世田谷区 生活文化政策部 市⺠活動推進課

本資料は令和８年１１⽉開設予定の区⺠利⽤・交流拠点施設
（区⺠交流スペース、広場、屋上庭園等）について、

区関係所管、区内関係団体、区⺠の皆様に広くご認識いただくことや、
活⽤について積極的にご検討いただくことを目的に作成したものです。

※内容については、詳細の検討や、設計や⼯事の状況により、変更になる場合があります。

計画等はこちらから
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区⺠利⽤・交流拠点施設とは︖
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２階

本庁舎整備２期工事竣工にあわせ、東２期棟１階の区民交流スペースや、中庭広場を中心とし
た区民利用・交流拠点施設が令和８年１１月に開設します。ここでは本庁舎等整備の基本的方針
の１つである「区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎」の実現に向けて、様々な活動を行い、
施設に賑わいを創出し、区民・団体・区職員の交流や協働を推進していきます。

※区⺠会館は、条例に基づく施設であり、すでに開設しています。概要や申込⽅法の詳細は右記の⼆次元コードよりご確認ください。 ⼆次元コード
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区⺠交流スペース① R8年度開設

東棟１階
運営時間

9時〜22時
※活動を伴わない個⼈利⽤は

8時30分より

特徴

ガラス張りかつ扉開放可能で広
場やピロティと隣接し⼀体的な
活⽤が可能。仕切りのないオー
プンな空間で様々な活動や交流
が可能。憩いや休憩、待ち合わ
せの空間にも。

活動想定

【団体利⽤】
音楽イベント、展示、物品販
売、研修会（セミナー）、相談
会、ワークショップ、講演会、
パブリックビューイング、飲食
を伴う交流会
【個⼈利⽤】
個⼈での学習、飲食、待ち合わ
せ、休憩

連続使⽤日数上限

○イベントや事業、活動:３日間
※上記と連動しない展示などの
場所を占有し、かつ運営者が不
在となる活動は不可。
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区⺠交流スペース②（団体活動スペースの活⽤例）

東棟１階 運営時間

9時〜22時
※活動を伴わない個⼈利⽤は

8時30分より

特徴

ガラス張りかつ扉開放可能で広
場やピロティと隣接し⼀体的な
活⽤が可能。仕切りのないオー
プンな空間で様々な活動や交流
が可能。憩いや休憩、待ち合わ
せの空間にも。

活動想定

【団体利⽤】
音楽イベント、展示、物品販
売、研修会（セミナー）、相談
会、ワークショップ、講演会、
パブリックビューイング、飲食
を伴う交流会
【個⼈利⽤】
個⼈での学習、飲食、待ち合わ
せ、休憩

連続使⽤日数上限

○イベントや事業、活動:３日間
※上記と連動しない展示などの
場所を占有し、かつ運営者が不
在となる活動は不可。

展示については、イベントや事業、活
動と連動したものを想定。運営者が不
在となる設置のみの展示は、エントラン
スホール②Ｍ1階（半地下階）また
は、区⺠交流室を利⽤ください。
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区⺠交流室 R8年度開設（キッチン付き区民交流室のみR11年度）

⻄棟２階 東棟２階
運営時間

9時〜22時

特徴

場所が囲まれドアで出入りする
ため、落ち着いた⽐較的クロー
ズドな活動が可能。Ｒ11には
キッチン付き交流室も整備予
定。

活動想定

【団体利⽤のみ】
交流会、ワークショップ、会
議、展示、シェアオフィスとし
ての利⽤、飲食、⼦ども食堂
（キッチン付き交流室）

連続使⽤日数上限

○イベントや事業、活動:３日間
○展示:２週間（販売を伴うブー
    ス設置可）※類似形態は
    要相談
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広場、ピロティ
東棟１階

R8年度開設

【パース映像：広場】

【パース映像：ピロティ】

運営時間

24時間通⾏可能
※活動を⾏う場合は

9時〜17時

特徴

交流スペースと隣接し⼀体的な活
⽤が可能。庁舎の中央及び松陰神
社前駅からの来庁者の導線に位置
し、多くの区⺠が⾏き来する。

活動想定

【団体利⽤】
○○祭り、バザー、マルシェ、
キッチンカー、飲食、模擬店、ダ
ンスイベント、音楽イベント、ス
ポーツイベント、みどりの寄せ植
え教室
【個⼈利⽤】
飲食、待ち合わせ、休憩

連続使⽤日数上限

３日間
※テント等を設置する場合、

固定するなどの安全対策が必要
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屋上庭園 R8年度開設

東棟６階 運営時間

9時〜17時

特徴

花壇や芝⽣広場、⻑ベンチ等
の設置により区⺠の憩いの場
となる快適な空間。

活動想定

【団体利⽤】
芝⽣広場を活⽤した研修会
（セミナー）、ワークショッ
プ、植栽等の体験事業、環境
やみどりに関するイベント、
健康体操・ヨガ教室、飲食
【個⼈利⽤】
飲食、待ち合わせ、休憩

連続使⽤日数上限

３日間
※テント等を設置する場合、
当日中の設営、撤去が必要
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エントランスホール R6年度開設
（※拠点施設としての運用開始はR８年度）

東棟１階 運営時間

9時〜22時

特徴

ガラス張りで区⺠会館に隣接し⼀体的な活⽤が可能。ホー
ル①は明るく開放的な２層吹き抜けでレリーフや前川國男
氏のギャラリーあり。家具は工事でやむを得ず伐採した樹
木を活⽤し作成。憩いや休憩、待ち合わせの空間にも。

活動想定

【団体利⽤】
ホール①︓音楽イベント、ダンス・スポーツイベント
     （ボッチャ等）、イベントと連動した物品販
     売
ホール②︓展示、物産展、物品販売、飲食
【個⼈利⽤】
個⼈での学習、飲食、待ち合わせ、休憩

連続使⽤日数上限

ホール①:○イベントや事業、活動:３日間
     ※上記と連動しない展示などの場所を占有
      し、かつ運営者が不在となる活動は不可。
ホール②:〇展示:２週間（販売を伴うブース設置
      可）※類似形態は要相談
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場所ごとの比較
区⺠交流スペース 区⺠交流室 広場、ピロティ 屋上庭園 エントランスホール

運営時間 運営時間 運営時間 運営時間 運営時間

9時〜22時
※活動を伴わない個⼈利⽤は

8時30分より
9時〜22時

24時間通⾏可能
※活動を⾏う場合は

9時〜17時
9時〜17時 9時〜22時

特徴 特徴 特徴 特徴 特徴

ガラス張りかつ扉開放可能で広
場やピロティと隣接し⼀体的な
活⽤が可能。仕切りのないオー
プンな空間で様々な活動や交流
が可能。憩いや休憩、待ち合わ
せの空間にも。

場所が囲まれドアで出入りする
ため、落ち着いた⽐較的クロー
ズドな活動が可能。Ｒ11には
キッチン付き交流室も整備予
定。

交流スペースと隣接し⼀体的な活
⽤が可能。庁舎の中央及び松陰神
社前駅からの来庁者の導線に位置
し、多くの区⺠が⾏き来する。

花壇や芝⽣広場、⻑ベンチ等
の設置により区⺠の憩いの場
となる快適な空間。

ガラス張りで区⺠会館に隣接し⼀体的な活⽤が可能。
ホール①は明るく開放的な２層吹き抜けでレリーフや
前川國男氏のギャラリーあり。家具は工事でやむを得
ず伐採した樹木を活⽤し作成。憩いや休憩、待ち合わ
せの空間にも。

活動想定 活動想定 活動想定 活動想定 活動想定

【団体利⽤】
音楽イベント、展示、物品販
売、研修会（セミナー）、相談
会、ワークショップ、講演会、
パブリックビューイング、飲食
を伴う交流会
【個⼈利⽤】
個⼈での学習、飲食、待ち合わ
せ、休憩

【団体利⽤のみ】
交流会、ワークショップ、会
議、展示、シェアオフィスとし
ての利⽤、飲食、⼦ども食堂
（キッチン付き交流室）

【団体利⽤】
○○祭り、バザー、マルシェ、
キッチンカー、飲食、模擬店、ダ
ンスイベント、音楽イベント、ス
ポーツイベント、みどりの寄せ植
え教室
【個⼈利⽤】
飲食、待ち合わせ、休憩

【団体利⽤】
芝⽣広場を活⽤した研修会
（セミナー）、ワークショッ
プ、植栽等の体験事業、環境
やみどりに関するイベント、
健康体操・ヨガ教室、飲食
【個⼈利⽤】
飲食、待ち合わせ、休憩

【団体利⽤】
ホール①︓音楽イベント、ダンス・スポーツイベント
     （ボッチャ等）、イベントと連動した物品
販
     売
ホール②︓展示、物産展、物品販売、飲食
【個⼈利⽤】
個⼈での学習、飲食、待ち合わせ、休憩

連続使⽤日数上限 連続使⽤日数上限 連続使⽤日数上限 連続使⽤日数上限 連続使⽤日数上限

○イベントや事業、活動:３日間
※上記と連動しない展示などの
場所を占有し、かつ運営者が不
在となる活動は不可。

○イベントや事業、活動:３日間
○展示:２週間（販売を伴うブー
    ス設置可）※類似形態は
    要相談

３日間
※テント等を設置する場合、

固定するなどの安全対策が必要

３日間
※テント等を設置する場合、
当日中の設営、撤去が必要

ホール①:○イベントや事業、活動:３日間
     ※上記と連動しない展示などの場所を占有
      し、かつ運営者が不在となる活動は不可。
ホール②:〇展示:２週間（販売を伴うブース設置
      可）※類似形態は要相談
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施設利⽤にあたって
従来の貸館施設と異なり、ガラス張りの区⺠交流スペースを中⼼としたオープンな活動を誰もが⾒え、触れられること等により多くの区⺠の参加
や、異なる活動の共存やマッチング等により交流や協働を促していくことを前提としています。利⽤にあたっては、市⺠活動推進課が施設に常駐
する運営事業者とともに、活動が最大限広がるよう、他の活動とのマッチングや、⽇時や場所を含めた利⽤調整や、情報発信⽀援を⾏います。

施設利⽤の特徴

広く区⺠の⽅を対象とした活動が対象になります。定員を設けるような事業でも利⽤可能ですが、個⼈利⽤の⽅も利⽤している傍らで活動を
⾏うこととなりますので、ご承知おきください。（区⺠交流室はブラインドカーテンにより、秘匿性の⾼い活動でも可能です。）料⾦については、Ｎ
ＰＯ団体等については利⽤を促進するため安価な設定、⺠間企業等については施設に賑わいが創出されることで区⺠やＮＰＯ等活動団体
の交流等を促進することを条件に、利⽤エリアを限定した上で、ＮＰＯ団体等よりも⾼い設定としています。

実施できる活動及び料⾦（詳細はP10、11を参照ください。）

詳細は令和８年７⽉以降に改めてご案内しますが、事前登録の上、利⽤いただくことになります。対外的な活動や大きな⾳を出す場合などは
事前相談（予約）が必要となり、事前に⽇程の周知が不要な打ち合わせ等の活動であれば予約不要で当⽇窓⼝申請により利⽤いただけ
ます。

利⽤⽅法（団体向け）

〇使⽤時間︓ １時間単位での利⽤（準備や⽚付けの時間含む）。※従来の施設と異なり、午前、午後、夜間等の区分はなし
〇休館⽇︓年末年始や⽉１回の保守点検⽇のみ。
〇駐⾞場︓本庁舎整備⼯事期間中につき、主催者のみ事前申請により利⽤可。参加者は利⽤不可。
〇駐輪場︓東棟・⻄棟１階にあるが、原則として、公共交通機関の利⽤が前提。
〇時間帯による活動制限︓平⽇⽇中及び夜間については、職員の執務や近隣へ影響のある活動は制限する場合あり。
〇⽕気使⽤（調理）︓屋外は模擬店も可。屋内での⽕気使⽤は不可。
〇飲⾷の販売・提供︓可能、実施にあたっては保健所への相談が必要。
〇ごみの処分︓ごみ箱は設置なし。ＮＰＯ団体等の活動のごみは、分別や抑制を徹底した上で、区庁舎で廃棄が可能。
〇飲酒︓交流会時など、団体の活動に際し、主催者が責任を持って対応することを前提に可能。平⽇⽇中は不可。
〇Wi-Fi︓区⺠や団体向けには屋外も含めSETAGAYA Free Wi-Fiを設置する予定。職員の無線利⽤も可能とするが、

機密性確保のため、事務⽤PCの利⽤は必要最低限とすること。

その他
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施設で実施できる活動

№ 実質的主体 活動・事業 具体例
参加者からの
料金徴収の有無

施設利用
の可否

営利・非営利
の判断

打ち合わせ・会議

趣味・サークル活動

講習会・ワークショップ
（団体等の成果発表等）

マルシェ

子ども食堂、講座・セミナー、商品の無償提供、
試食
【（１）社会貢献活動】

【（２）CSR（企業の社会的責任）に係る活動】

【（３）ソーシャルビジネスに関する事業】

【（４）コミュニティビジネスに関する事業】

無し 〇 非営利

興行イベント（マルシェ、物販、ビールフェスタ等）
【（５）交流拠点賑わい創出事業】

※（１）～（４）についても参加者から料金徴収する場合は

（５）同様に活動エリアを限定する。

有り 〇 営利

打ち合わせ・会議（※利用可の活動に関するも
のを除く）

問わない × －

月謝が伴う〇〇教室 有り（月謝） × －

3 区
（１）区が主催または共催する区民対象の事業
（２）区と団体等が協働して行う事業

〇〇まつり、○○フェアなど 問わない 〇 －

1

2

問わない 〇 非営利

民間企業等

株式会社、有限会社、学校法人、医療法人

等

企業、営利組織等が行う、区民の生活、文化また
は教養の向上に寄与する以下の活動・事業

（１）社会貢献活動

（２）CSR（企業の社会的責任）に係る活動

（３）ソーシャルビジネスに関する事業

　（社会問題の解決を目的としたビジネス）

（４）コミュニティビジネスに関する事業

　（地域が抱える課題を地域資源を活かしながらビジネス的な手

法によって解決する事業）

（５）交流拠点賑わい創出事業

民間企業等の通常の営利事業

NPO団体等

NPO、NPO法人、任意の団体、町会・自治

会、PTA、日赤奉仕団、高齢者クラブ、生

涯ネットワーク団体、行政委嘱団体（身近

なまちづくり委員会等）、消防団、商店会、

商店街振興組合、一般財団法人、公益財団

法人、一般社団法人、公益社団法人、社会

福祉法人　など

※個人による活動も含む

公益性を有する活動・事業
※以下全てを満たす活動

（１）区民の生活、文化、または教養の向上に寄与する活動・事業

（趣味、娯楽、スポーツなどの活動も含む）

（２）原則、情報公開できる活動・事業であること

（３）政治や宗教活動を目的としない活動・事業であること

（４）公序良俗に反しない活動・事業であること

（５）暴力団の利益にならない活動・事業であること

凡例

活動エリアの限定無し 活動エリアの限定有り
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施設利⽤協⼒⾦（団体向け）



ＱＲコード

世田谷区 生活文化政策部 市民活動推進課 区民交流・文化施設準備担当
TEL：０３－６３０４－３７６８ FAX：０３－６３０４ー３５９７

会場

参加
方法

イベント期間は11/3～11/23です！！上記日程をメインに、大枠のみ決定している状況で
す（お知恵をください ）。こんなイベントにしてみたいや、こんな事業、活動ならでき

るなど、企画段階からご参加いただける方を募集します！！※平日も実施（参加）可能です。

詳細（予定）内容主な日時（令和８年）

オープニングセレモニー、施設内
覧会

キックオフイベント
１１月３日（火・祝）

分野を問わず、区公用事業や団体
等の様々な活動の共存やマッチン
グを前提とした協働イベント

区と団体の協働イベント
(団体運営参加型イベント)

１１月７日、８日、１４日、１５
日、２１日、２２日（土日）

市民活動に関するシンポジウム、
オープニングイベント参加団体に
よる活動PR・交流会

フィナーレイベント
１１月２３日（月・祝）

区から報酬はお支払いできませんが、事業、活動時に参加者から料金をいただく催しは可能です。
また、イベント内では、愛称募集や利用憲章の作成、特定のテーマ（活動時のごみ対応や現役世代
の参加の工夫など）についてワークショップなどを通して参加される皆さんと一緒に考える企画も
検討しています。

世田谷区役所本庁舎（世田谷４－２１－２７）
東急世田谷線「松陰神社前駅」または「世田谷駅」徒歩５分
※本庁舎整備工事中につき、主催者のみ駐車場利用可（台数制限あり）

企画段階からのご参加にご興味がある場合には、お電話または右記
ＱＲコードよりお考えをお寄せください。※ご参加をお約束するもの
ではありません。



世田谷区 生活文化政策部 市民活動推進課 区民交流・文化施設準備担当
TEL：０３－６３０４－３７６８ FAX：０３－６３０４ー３５９７

月 火 水 木 金 土 日

11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日

文化の日

11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日

11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日

11月23日

勤労感謝の日

令和８年１１月

国士舘大学 学園祭

キックオフ
イベント

【活動利用の促進・PR期間】
随時、「施設利用・活動支援説明」、「施設見学」の実施

【活動利用の促進・PR期間】
随時、「施設利用・活動支援説明」、「施設見学」の実施

【活動利用の促進・PR期間】
随時、「施設利用・活動支援説明」、「施設見学」の実施

団体運営参
加型イベント

団体運営参
加型イベント

団体運営参
加型イベント

区公用事業
（せたがや

国際メッセ＆ホスト

タウンコンサート）

フィナーレ

イベント

団体運営参
加型イベント

団体運営参
加型イベント

※団体運営参加型イベント日だけでなく、キックオフイベント、フィナーレイベ
ント、区公用事業日や、平日も実施（参加）可能です。区公用事業は並行して
庁内調整していますので、追加となる場合があります。


